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平成２２年１０月２８日判決言渡

平成２２年(ネ)第１００４９号 特許権侵害差止等請求控訴事件

(原審・大阪地方裁判所平成２２年(ワ)第７０５号)

口頭弁論終結日 平成２２年９月２８日

判         決

    控 訴 人   アテンションシステム株式会社

    

    被 控 訴 人   パナソニックモバイルコミュニケーションズ株式会社

    

    訴 訟 代 理 人 弁 護 士   岩 坪 哲

    同    速   見    禎   祥

主         文

１ 本件控訴（当審で拡張した請求を含めて）を棄却する。

２ 控訴費用は，控訴人の負担とする。

事 実 及 び 理 由

第１ 控訴の趣旨

１ 原判決を取り消す。

２（１） 販売済み電話番号記憶携帯電話機の後払い方式の通信料他売上決済は

無料化するので携帯電話機と売上決済除去せよ。

（２） 信用回復措置の請求１６０万円と電話番号記憶携帯電話機が「繋ぐ顧

客情報販売する」特許権を侵害した有用な情報料支払え。

第２ 事案の概要

１ 原審の経緯等
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  以下，略語については，当裁判所も原判決と同一のものを用いる。

本件の原審は，控訴人（１審原告。以下「原告」という。）が，被控訴人（１

審被告。以下「被告」という。）に対し，被告製品の製造販売等が原告の有す

る本件特許権を侵害することを理由として，特許法１００条１項に基づき被告

製品の製造販売等の差止めを，同条２項に基づき被告製品の廃棄を，民法７０

９条の不法行為損害賠償請求権に基づき損害金９６００万円及びこれに対する

本件訴状送達日の翌日である平成２２年１月２８日から支払済みまで民法所定

の年５分の割合による遅延損害金の支払を，それぞれ求めた事案である。

原判決は，被告製品は本件特許発明の技術的範囲には属さず，本件特許権侵

害の事実を認めることができないと判断して，原告の請求をすべて棄却した。

これに対し，控訴人は，原判決を不服として本件控訴を提起した後に，当審

において，前記「第１ 控訴の趣旨」の２項（１）及び（２）のとおり，訴え

の変更をした。被告は，この訴えの変更に対して同意をしなかったが，請求の

基礎に変更がなく，著しく訴訟手続を遅滞させることがないものとして，当裁

判所はこれを認めた。

２ 当事者の主張

次のとおり付加するほか，原判決の「事実及び理由」欄の「第２ 当事者の

主張」（原判決２頁８行目から６頁１行目まで）に記載のとおりであるから，

これを引用する（ただし，原判決４頁１７行目～２１行目を除く。）。

（１） 当審における原告の主張

被告製品の電話番号記憶携帯電話機の通信料他売上決済行為は，原告の有

する「繋ぐ顧客情報販売する」特許権を侵害した。

よって，原告は，被告に対し，１６０万円の支払を求める限度で原判決に

対する不服を申し立てて，同額の支払を求めるとともに，被告製品の携帯電

話機の売上回収除去，電話番号記憶携帯電話機が「繋ぐ顧客情報販売する」

特許権を侵害した有用な情報料支払を求める。



3

（２） 当審における被告の反論

訴えの変更には同意しない。「繋ぐ顧客情報販売する」特許権（繋ぐ情報

台帳生成技術）は，本件特許権とは無関係な特許であり，原告の請求は，訴

えの変更後の請求も含めて，理由がない。

第３ 当裁判所の判断

１ 被告製品の製造販売等が原告の有する本件特許権を侵害することを理由とす

る原告の被告に対する①特許法１００条１項に基づく被告製品の製造販売等の

差止請求，②同条２項に基づく被告製品の廃棄請求及び③民法７０９条の不法

行為損害賠償請求権に基づく損害金９６００万円及びこれに対する本件訴状送

達日の翌日である平成２２年１月２８日から支払済みまで民法所定の年５分の

割合による遅延損害金の支払請求は，原告が１６０万円の支払を求める限度で

のみ不服を申し立てた（原告主張の信用回復措置請求１６０万円は原審で支払

を求めた本件特許権侵害による損害金９６００万円及びその遅延損害金の支払

請求の一部であると認める。）ことから，その不服申立てを除く請求部分は，

原審における請求棄却判決が確定している。

２ 原告が不服を申し立てた１６０万円の支払請求について判断するに，被告製

品が本件特許発明の技術的範囲に属しないこと等は，原判決の「事実及び理由」

欄の「第３ 当裁判所の判断」（原判決６頁２行目から１１頁１８行目まで）

に記載のとおりであるから，これを引用する。そうすると，原告の請求のうち，

本件特許権の侵害を理由とする損害金１６０万円の支払請求は，理由がない。

３ 原告は，前記「第１ 控訴の趣旨」の２（１）及び（２）のとおり，当審に

おいて訴えの変更をし，１６０万円の支払請求を除く請求の理由として，前記

「第２ 事案の概要」の２（１）記載のとおり，被告製品の電話番号記憶携帯

電話機の通信料他売上決済行為は，原告の有する「繋ぐ顧客情報販売する」特

許権を侵害した旨主張している。

ところで，原告主張の上記「繋ぐ顧客情報販売する」特許権（「繋ぐ情報台
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帳生成技術」特許権）は，本件特許権と同一の特許権であって，その機能等に

より本件特許権を別の表現で特定したものであると理解される。

そうすると，１６０万円の支払請求を除くその余の訴え変更後の請求，すな

わち，原告の被告に対する本件特許権（「繋ぐ顧客情報販売する」特許権）の

侵害を理由とする携帯電話機による売上決済除去及び有用な情報料支払請求は，

その請求の趣旨が不明である点（これらの訴え提起の手数料は一体として算定

不能なものと判断した。）はさておき，前記のとおり被告製品が本件特許発明

の技術的範囲には属さず，本件特許権を侵害するものであると認めることがで

きない以上，その請求に理由のないことが明らかである。

４ 結 論

以上のとおり，本件控訴は理由がなく，当審における訴え変更後の請求も理

由がないから，本件控訴（当審で拡張した請求を含めて）を棄却することとし，

主文のとおり判決する。

    知的財産高等裁判所第３部

        裁判長裁判官                     

                   飯   村   敏   明

           裁判官                     

                   齊   木   教   朗
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           裁判官                     

                   武   宮   英   子


